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放課後まなび教室の概要 

 
１ 事業概要 

(1) 趣旨 

  学校施設を活用し，保護者・地域の方 ・々学校運営協議会・学校ボランティア等の参画を得ながら，

放課後の子どもたちに学習の習慣づけを図る「自主的な学びの場」と「安心・安全な居場所」を提供

する。 

(2) 対象 

  京都市立小学校に在学する児童（登録制） 

(3) 費用 

  児童１人当たり年間８００円（スポーツ安全保険料） 
(4) 実施場所 

  余裕教室，図書室，特別教室等 
(5) 実施日時 

・月曜日～金曜日のうち，週３～５日 
・授業のある日：授業終了後から午後６時（最長）まで 
・長期休業中：学校により異なる 
・土曜日，日曜日，祝日，学校閉鎖日，年末年始は閉所 

(6) 活動内容 

・読書や自主学習（宿題や予習・復習等） 
・特別教室等での文化的行事（長期休業中の実施，季節行事等） 

(7) 委託先 

   放課後まなび教室実行委員会（小学校区単位，地域団体・PTA 等で構成） 
(8) スタッフ 

・学習アドバイザー：学習活動の支援，安全管理を行う。謝礼：８００円／時 
・学習サポーター：学習アドバイザーの補佐を行う。謝礼：７００円／時 
※その他，育成推進課に勤務する放課後連携教育主事（元校長，約１０校担当）が各教室の総合的

な連絡調整を行う。 
 
２ 取組経過 

(1) 19 年 10 月 19年度実施分の50小学校区の開設完了 

(2) 20 年 10 月 「放課後の子どもたちの居場所のより一層の充実に向けたガイドライン」策定 

(3) 22 年 1 月 全小学校区開設完了 

(4) 22 年 6 月 4校で「放課後ほっと広場」開始（その後，23年度に3校，24年度に1校開設） 

(5) 24 年 4 月 学校敷地内・隣接児童館における「放課後まなび教室登録児童の児童館（自由来館機 

能）直接利用」の取組開始 

(6) 29 年 2 月 「放課後まなび教室リーディング校」指定（１８校） 

 

 

資料１ 



 

放課後まなび教室の実施状況 

 
（＊各年度基準日は 3 月末現在。ただし，令和３年度は 10月末現在。） 

 
１ 平成２９年度～令和３年度の実施状況 

 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 ３年度  21 年度 

開設 

校区数 
164 165 163 153 143  179 

対象児童 全学年 全学年 全学年 全学年 全学年  全学年 

登録児童数

(人) 
13,255 13,339 13,517 9,355 8,370  9,832 

登録率(%) 21.4 21.6 22.2 15.5 15.9  14.6 

スタッフ数(人) 1,899 1,888 1,798 1,565 －  2,181 

 

 

２ 令和３年度の実施状況 

   登録児童数及び登録率（※( )内は，令和２年度） 
 
 
 
 
 

 

 

３ 放課後まなび教室登録者のうち，学童クラブ登録者の推移（平成２９年度～令和３年度） 

 
 29 年度 30 年度 元年度 ２年度 ３年度 

放課後まなび教室

登録者数 
13,255 13,339 13,517 9,355 8,370 

うち，学童クラブ登

録者数 

1,718 

(13.0%) 

1,826 

(13.7%) 

1,904 

(14.1%) 

1,299 

(13.9%) 

1,194 

(14.3%) 

 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

対象児童数 8,508 8,657 8,697 8,833 8,936 8,945 52,576 

登録児童数 1,304 2,417 2,006 1,464 802 377 8,370 

登録率(%) 15.8 
(22.4) 

27.9 
(25.5) 

23.1 
(21.2) 

16.6 
(12.9) 

9.0 
(7.5) 

4.2 
(3.8) 

15.9 
(15.5) 

資料２－１ 



1-3計 4-6計 全計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 1-3計 4-6計 全計 1-3率 4-6率 全率 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

元町 54 62 116 11 12 14 7 5 2 37 14 51 68.5 22.6 44.0 5 1 5 11

上賀茂 272 290 562 17 23 19 15 3 59 18 77 21.7 6.2 13.7 1 1

柊野 288 250 538 13 29 10 52 52 18.1 9.7

大宮 340 331 671 8 17 31 18 5 8 56 31 87 16.5 9.4 13.0

待鳳 159 177 336 28 14 12 22 15 6 54 43 97 34.0 24.3 28.9

鳳徳

紫竹

鷹峯 89 87 176 20 18 8 2 4 38 14 52 42.7 16.1 29.5

紫明 120 123 243 13 15 13 41 41 34.2 16.9 5 3 4 12

紫野 169 160 329 30 20 20 20 15 50 55 105 29.6 34.4 31.9 4 4 3 2 13

柏野

衣笠 126 143 269 10 17 24 13 8 51 21 72 40.5 14.7 26.8 3 4 2 9

金閣 178 193 371 5 2 4 2 7 6 13 3.9 3.1 3.5

大将軍 71 78 149 12 9 7 13 6 7 28 26 54 39.4 33.3 36.2

室町 120 129 249 21 11 18 14 7 32 39 71 26.7 30.2 28.5 7 1 2 2 4 16

京極 72 93 165 7 11 4 1 4 1 22 6 28 30.6 6.5 17.0 7 1 8

新町 250 259 509 25 11 17 4 5 53 9 62 21.2 3.5 12.2

西陣中央 232 264 496 23 18 11 5 7 41 23 64 17.7 8.7 12.9

乾隆 64 76 140 11 11 13 8 1 2 35 11 46 54.7 14.5 32.9 4 5 1 10

翔鸞 95 92 187 6 4 8 3 2 18 5 23 18.9 5.4 12.3 2 2 3 2 9

仁和 189 193 382 14 24 17 8 10 55 18 73 29.1 9.3 19.1 5 4 2 1 12

正親 86 73 159 12 18 15 7 6 5 45 18 63 52.3 24.7 39.6 2 5 5 1 13

二条城北 240 259 499 25 17 13 15 2 3 55 20 75 22.9 7.7 15.0

御所東 135 139 274 9 14 14 13 1 37 14 51 27.4 10.1 18.6 4 10 7 7 28

御所南

高倉 360 347 707 35 47 37 27 23 6 119 56 175 33.1 16.1 24.8 7 10 9 2 2 30

洛中 86 107 193 9 15 5 12 3 1 29 16 45 33.7 15.0 23.3 1 6 2 1 10

朱雀第一 241 256 497 18 22 18 7 2 40 27 67 16.6 10.5 13.5 7 7 2 1 17

朱雀第二 145 162 307 30 19 13 12 3 49 28 77 33.8 17.3 25.1 12 3 3 1 19

朱雀第三 175 168 343 21 13 9 6 2 34 17 51 19.4 10.1 14.9

朱雀第四 185 175 360 2 15 13 27 16 2 30 45 75 16.2 25.7 20.8

朱雀第六 84 76 160 11 15 12 14 8 6 38 28 66 45.2 36.8 41.3 4 5 1 10

朱雀第七 130 112 242 16 19 21 9 11 5 56 25 81 43.1 22.3 33.5 5 3 4 12

朱雀第八 205 212 417 14 20 34 34 16.6 8.2

洛央 306 314 620 39 34 37 14 10 4 110 28 138 35.9 8.9 22.3

下京渉成 145 111 256 28 21 12 13 13 49 38 87 33.8 34.2 34.0 5 6 2 13

下京雅 172 168 340 28 20 25 15 3 3 73 21 94 42.4 12.5 27.6 14 4 5 2 1 26

梅小路 137 131 268 17 27 29 22 20 11 73 53 126 53.3 40.5 47.0 5 3 2 10

光徳 134 127 261 18 17 4 6 2 39 8 47 11 3 1 15

七条 214 259 473 4 10 17 11 10 3 31 24 55 14.5 9.3 11.6

西大路 79 61 140 12 8 2 2 4 20 8 28 25.3 13.1 20.0 6 4 2 1 13

七条第三 259 229 488 28 19 15 3 2 47 20 67 18.1 8.7 13.7 16 10 9 35

開睛 265 269 534 36 22 26 58 26 84 21.9 9.7 15.7 9 5 2 16

東山泉 254 274 528 19 24 27 19 10 70 29 99 27.6 10.6 18.8

九条弘道

九条塔南 136 168 304 1 1 5 2 1 7 3 10 5.1 1.8 3.3

南大内 69 78 147 14 11 22 11 4 25 37 62 36.2 47.4 42.2

唐橋

凌風 232 230 462 15 17 14 4 5 32 23 55 13.8 10.0 11.9 7 5 4 1 17

吉祥院 270 241 511 22 16 20 13 12 2 58 27 85 21.5 11.2 16.6 3 4 1 8

祥栄 138 164 302 5 8 13 6 3 2 26 11 37 18.8 6.7 12.3 2 1 3 6

祥豊 188 186 374 33 21 15 9 1 54 25 79 28.7 13.4 21.1 18 12 2 3 35

上鳥羽 188 190 378 31 21 20 2 52 22 74 27.7 11.6 19.6

大藪 213 201 414 14 23 26 6 1 63 7 70 29.6 3.5 16.9 5 13 12 3 1 34

久世西 371 314 685 27 39 36 23 14 6 102 43 145 27.5 13.7 21.2

明徳 301 298 599 26 35 35 11 16 4 96 31 127 31.9 10.4 21.2

岩倉南 407 404 811 26 21 23 15 8 5 70 28 98 17.2 6.9 12.1 4 2 9 3 1 1 20

岩倉北 144 155 299 16 15 17 7 7 5 48 19 67 33.3 12.3 22.4

八瀬 25 34 59 4 6 8 7 1 18 8 26 72.0 23.5 44.1

大原 38 24 62 12 16 9 8 7 37 15 52 97.4 62.5 83.9 8 15 8 5 7 43

市原野

静原 7 8 15 2 1 1 4 4 57.1 26.7

鞍馬 10 10 20 3 6 1 5 1 4 10 10 20 100.0 100.0 100.0

花背 16 13 29 6 5 4 4 4 4 15 12 27 93.8 92.3 93.1

錦林

第三錦林 112 119 231 4 13 11 7 4 3 28 14 42 25.0 11.8 18.2 1 2 1 4

第四錦林 125 129 254 9 13 6 12 1 28 13 41 22.4 10.1 16.1 5 5 10

北白川 215 182 397 17 11 7 2 28 9 37 13.0 4.9 9.3

養正 62 66 128 5 5 1 5 6 11 11 22 17.7 16.7 17.2 4 3 1 8

養徳 212 208 420 13 33 4 2 50 2 52 23.6 1.0 12.4 7 7

下鴨 172 175 347 30 22 26 3 4 1 78 8 86 45.3 4.6 24.8

葵 249 251 500 21 22 9 10 52 10 62 20.9 4.0 12.4

修学院 332 323 655 11 9 7 3 4 27 7 34 8.1 2.2 5.2 2 2 1 5

上高野 156 159 315 15 18 4 6 1 37 7 44 23.7 4.4 14.0 2 9 2 1 14

修学院第二 187 185 372 10 11 4 5 1 21 10 31 11.2 5.4 8.3 3 6 3 12

松ケ崎 183 146 329 15.8 8.8

山階

西野 165 157 322 11 4 15 15 9.1 4.7 6 6

山階南

安朱 109 105 214 12 19 5 4 31 9 40 28.4 8.6 18.7 4 4 2 1 11

鏡山 212 255 467 24 28 25 11 13 3 77 27 104 36.3 10.6 22.3

陵ケ岡 137 158 295 17 12 4 6 1 33 7 40 24.1 4.4 13.6

音羽

北
上

北
下

上
京

中
京

資料２－２

令和３年度　放課後まなび教室学校別一覧（令和３年10月末現在）

支
部

校　区
対象児童数（人） 登　録　児　童　数（人） 登録率（％） うち，学童クラブ児童登録数

山
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1-3計 4-6計 全計 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 1-3計 4-6計 全計 1-3率 4-6率 全率 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計
支
部

校　区
対象児童数（人） 登　録　児　童　数（人） 登録率（％） うち，学童クラブ児童登録数

音羽川 205 206 411 12 9 3 3 2 24 5 29 11.7 2.4 7.1

大塚

勧修 215 213 428 7.4 1.4 4.4

小野 22.4 7.5 14.5

百々 219 289 508 6 14 18 4 1 38 5 43 17.4 1.7 8.5 4 4

大宅 288 332 620 14 12 18 21 5 2 44 28 72 15.3 8.4 11.6 3 1 3 1 1 9

嵯峨 240 270 510 21 16 7 9 7 44 16 60 18.3 5.9 11.8

広沢 190 167 357 11 19 19 3 4 2 49 9 58 25.8 5.4 16.2

嵐山 160 185 345 6 21 7 15 8 34 23 57 21.3 12.4 16.5 1 6 1 1 9

宕陰 2 3 5 2 2 2 2 4 100.0 66.7 80.0

常磐野 288 283 571 11 5 7 3 7 1 23 11 34 8.0 3.9 6.0

嵯峨野　 302 322 624 32 39 27 25 11 8 98 44 142 32.5 13.7 22.8

御室 174 165 339 12 24 13 25 15 10 49 50 99 28.2 30.3 29.2

宇多野 216 233 449 9 13 16 10 3 3 38 16 54 17.6 6.9 12.0

花園 105 103 208 17 14 15 12 5 4 46 21 67 43.8 20.4 32.2 8 6 4 2 1 21

高雄 31 43 74 6 2 6 2 8 19.4 4.7 10.8

京都京北 59 77 136 16 13 17 15 46 15 61 78.0 19.5 44.9 16 13 17 15 61

太秦 427 428 855 55 30 33 19 85 52 137 19.9 12.1 16.0 4 1 4 9

南太秦 104 124 228 5 7 6 3 1 12 10 22 11.5 8.1 9.6 1 1

安井 180 162 342 27 28 30 17 9 55 56 111 30.6 34.6 32.5 1 6 9 1 17

西院 478 470 948 18 29 6 13 9 5 53 27 80 11.1 5.7 8.4 2 10 12

山ノ内 197 210 407 32 34 21 9 2 66 32 98 33.5 15.2 24.1 1 1

梅津 253 228 481 22 35 20 12 8 2 77 22 99 30.4 9.6 20.6

梅津北 192 186 378 14 15 24 7 8 1 53 16 69 27.6 8.6 18.3 3 6 9

西京極 278 267 545 17 27 15 19 2 6 59 27 86 21.2 10.1 15.8

西京極西 132 116 248 4 3 3 2 7 5 12 5.3 4.3 4.8

葛野 252 260 512 21 12 12 5 10 33 27 60 13.1 10.4 11.7

川岡 252 275 527 8 7 5 2 1 15 8 23 6.0 2.9 4.4

川岡東 222 206 428 12 21 12 9 1 2 45 12 57 20.3 5.8 13.3

樫原 454 397 851 26 13 10 7 3 39 20 59 8.6 5.0 6.9

松尾 304 310 614 40 25 31 7 13 96 20 116 31.6 6.5 18.9 23 19 18 3 63

嵐山東 128 164 292 6 14 8 6 28 6 34 21.9 3.7 11.6 1 9 2 3 15

松陽 253 283 536 17 16 14 16 1 4 47 21 68 18.6 7.4 12.7

桂 161 173 334 12 21 7 1 33 8 41 20.5 4.6 12.3 4 12 16

桂徳

桂川

桂東 234 240 474 13 12 10 5 1 3 35 9 44 15.0 3.8 9.3

大枝 118 142 260 9 15 9 5 24 14 38 20.3 9.9 14.6

桂坂 277 317 594 14 17 29 1 3 60 4 64 21.7 1.3 10.8

新林 162 167 329 13 11 6 1 24 7 31 14.8 4.2 9.4 2 4 2 8

境谷 84 100 184 12 11 1 2 1 24 3 27 28.6 3.0 14.7

竹の里 83 91 174 16 17 2 11 6 35 17 52 42.2 18.7 29.9 8 5 4 5 22

上里 128 133 261 10 17 3 9 4 1 30 14 44 23.4 10.5 16.9 4 10 1 6 21

福西 123 120 243 9 23 8 6 1 40 7 47 32.5 5.8 19.3 3 11 5 19

大原野 89 105 194 3 22 22 13 25 4 47 42 89 52.8 40.0 45.9 1 1

深草 375 354 729 29 19 23 23 8 48 54 102 12.8 15.3 14.0 1 1 5 3 10

稲荷 66 73 139 2 17 13 6 5 32 11 43 48.5 15.1 30.9 1 9 1 1 12

藤ノ森 283 278 561 6 3 6 5 2 15 7 22 5.3 2.5 3.9

藤城 202 214 416 22 16 9 8 4 38 21 59 18.8 9.8 14.2 10 10 6 1 27

砂川 210 210 420 7 11 9 1 27 1 28 12.9 0.5 6.7

竹田 153 170 323 14 12 9 6 5 1 35 12 47 22.9 7.1 14.6 2 2 4 2 10

桃山 211 245 456 22 12 13 34 13 47 16.1 5.3 10.3 12 8 5 25

桃山東 263 238 501 16 19 13 2 48 2 50 18.3 0.8 10.0 6 7 6 19

桃山南 187 177 364 10 13 12 12 2 2 35 16 51 18.7 9.0 14.0 2 8 5 4 19

醍醐 144 155 299 10 17 3 1 30 1 31 20.8 0.6 10.4 2 7 1 10

小栗栖 41 48 89 3 4 5 6 4 12 10 22 29.3 20.8 24.7

小栗栖宮山 89 88 177 9 10 10 7 9 13 29 29 58 32.6 33.0 32.8 4 1 5

池田 91 102 193 11 20 17 12 31 29 60 34.1 28.4 31.1 7 3 1 11

池田東 107 132 239 12 7 21 1 8 6 40 15 55 37.4 11.4 23.0 4 4 1 9

春日野 124 137 261 8 5 14 8 3 4 27 15 42 21.8 10.9 16.1 1 1 1 3

日野 194 265 459 16 10 27 12 4 4 53 20 73 27.3 7.5 15.9 3 1 3 1 8

石田 53 49 102 5 1 5 10 1 6 16 22 11.3 32.7 21.6

醍醐西 60 81 141 1 3 9 4 2 4 13 10 23 21.7 12.3 16.3 2 5 1 8

北醍醐 75 79 154 19 11 2 5 30 7 37 40.0 8.9 24.0 8 7 1 16

伏見板橋 255 295 550 16 35 18 27 12 1 69 40 109 27.1 13.6 19.8

伏見南浜 270 277 547 11 18 18 3 9 29 30 59 10.7 10.8 10.8

伏見住吉 164 197 361 5 13 8 16 6 18 30 48 11.0 15.2 13.3

下鳥羽 130 179 309 12 4 14 7 6 16 27 43 12.3 15.1 13.9 7 4 1 12

横大路 94 122 216 10 8 9 3 18 12 30 19.1 9.8 13.9 2 2 4

納所

向島

向島藤の木

向島秀蓮 264 271 535 30 34 36 38 11 11 100 60 160 37.9 22.1 29.9 10 20 9 14 53

神川 313 341 654 14 17 11 20 9 1 42 30 72 13.4 8.8 11.0

久我の杜 263 298 561 17 9 10 4 3 26 17 43 9.9 5.7 7.7

羽束師 303 361 664 19 9 6 1 1 28 8 36 9.2 2.2 5.4

明親 209 186 395 2 10 3 2 15 2 17 7.2 1.1 4.3

美豆 104 162 266 9 13 19 2 1 22 22 44 21.2 13.6 16.5 2 1 4 7

25,862 26,714 52,576 1,304 2,417 2,006 1,464 802 377 5,727 2,643 8,370 22.1 9.9 15.9 218 446 319 156 45 10 1,194合　　計

西
京
東

西
京
西
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見
中

伏
見
東

伏
見
西

科
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北

右
京
南
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令和３年度 京都市児童館・学童クラブ事業の概要  

 
１ 京都市児童館事業 

事業の根拠 
 児童福祉法第４０条 
 京都市児童館及び学童保育所条例 

開始年度  昭和４５年度 

目  的  児童に健全な遊びを与え，その健康を増進し，情操を豊かにする。 

施設の種類  児童福祉法第４０条に規定する児童厚生施設 

設 置 数  １２９館（令和３年４月時点） 

設置主体 
 京 都 市 ９１館（全館で学童クラブ事業を実施） 
 民間法人等 ３８館（うち３７館で学童クラブ事業を実施） 

実施方法 
 指定管理者制度及び委託方式（京都市設置分は，指定管理者制度，
民間施設分は社会福祉法人等へ委託） 

開 館 日 
 日曜日，国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～３１日及び１月
２日・３日）を除く毎日 

開館時間  午前１０時～午後６時３０分 

利用対象  ０歳から１８歳までの児童とその保護者等 

利用方法  自由に来館（一部登録制クラブあり） 

利用実績 

（単位：人） 
乳幼児 １１５，７３４ 

小１年～３年 ５８，０６５ 
小４年～６年 ３４，４５６ 

中高生 １４，９０４ 
大 人 １９２，４３４ 

ボランティア 
中高生 ５８７ 
大学生 ４，４３１ 
大人 １４，１３４ 

合計 ４３４，７４５ 
  ※令和２年度の実績 

 
＜事業内容＞ 
 
１ 子ども育成活動 
○ 行事活動 
  スポーツ,ゲーム大会,クリスマス会等の季節の行事,児童館まつり等 
○ クラブ活動 
  工作,料理,手芸,切り絵,人形劇,太鼓,スポーツクラブ等 
○ 遊びの教室 
  こま,竹馬,けん玉,一輪車,伝統遊び等  
○ 中高生と赤ちゃんとの交流事業（令和２年度実施状況：４０箇所） 
 中高生が赤ちゃんとふれあうことで，中高生の他者に対する関心や共感の
能力を高めるなど，健全育成を図る。 

 
２ 子育て家庭支援活動 
○ 乳幼児クラブ 
  乳幼児と保護者を対象とした遊びやリトミック等の子育て講座等  
○ 子育て相談 
  身近な相談機関として相談に応じ,児童相談所等の専門機関への紹介等を実施 
○ 子育て支援活動 
  子育て講演会や育児講座を子どもはぐくみ室等とも連携して実施 

 
３ 地域福祉促進活動 
○ 母親クラブ 
  地域の母親層を中心としたボランティア組織,児童館を拠点に活動 
○ 地域住民とのふれあい交流の活動 
  高齢者との交流会など，地域での新たなつながりを創造 
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 ２ 京都市学童クラブ事業 

事業の根拠 

児童福祉法第６条の２第２項 

京都市児童館及び学童保育所条例 

京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員，設備及び運営の基準等に 

関する条例 

京都市公設学童クラブ事業実施要綱 

京都市民設学童クラブ事業実施要綱 

開始年度  昭和４０年度 

目  的 
 放課後児童を保護する者がいない家庭の小学生児童等に対し，適当な場を

設けて保護するとともに，これら児童を健やかに育成する。 

対  象 

母子・父子家庭や，両親の共働き家庭その他の事情により，放課後児童

を保護する者がいない家庭の児童及びこれに準じた環境にある児童で小学

校第１学年から第６学年在学中の児童 

実施方法 
 指定管理者制度及び委託方式 

（京都市設置分は指定管理者制度，民間施設分は社会福祉法人等へ委託） 

実施箇所数 

 １３９箇所（児童館：１２８箇所，学童保育所１１箇所） 

 ・児童館（公設：９１箇所，民設：３７箇所） 

 ・学童保育所（公設：８箇所，民設：３箇所） 

登録児童数  １３，７６９人（令和３年４月１日現在） 

実施日 
 日曜日，国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～３１日及び１月２日・

３日）を除く毎日 

実施時間 
 月曜日～金曜日      放 課 後～午後６時３０分 

 土曜日及び学校長期休業中 午前８時～午後６時３０分 

利用料金 

 世帯の所得税額，市民税額及び生活保護受給の有無に応じて利用料金を 

決定 

階層区分 
午後6時まで利用 午後6時30分まで利用 

１人目 ２人目 １人目 ２人目 

被保護世帯 0円 0円 0円 0円 

所得税及び市民税 

非課税世帯 
1,600円 900円 1,700円 1,000円 

市民税のみ非課税 

世帯 
3,000円 1,700円 3,200円 1,900円 

所得税１円以上 

10,000円未満 
4,600円 2,400円 4,900円 2,600円 

所得税10,000円以上 

20,000円未満 
5,600円 2,800円 5,900円 3,100円 

所得税20,000円以上 

30,000円未満 
6,600円 3,300円 7,000円 3,700円 

所得税30,000円以上 

60,000円未満 
7,300円 3,600円 7,900円 4,200円 

所得税60,000円以上 

100,000円未満 
8,400円 4,500円 9,200円 5,300円 

所得税100,000円以上 

200,000円未満 
9,300円 5,000円 10,100円 5,800円 

所得税200,000円以上 

400,000円未満 
9,800円 5,200円 10,600円 6,000円 

所得税400,000円以上 
10,300円 5,400円 11,100円 6,200円 

 

 



「放課後ほっと広場」の実施状況について 

１ 実施状況 

  登録児童数（令和３年１０月時点） 

   ※ 本年度１１月に開講のため，１１月末時点の数値を反映 

 

２ 主な取組状況（令和３年度） 

（１） 放課後ほっと広場交流事業 

  ア 「放課後ほっと広場及び学童保育所交流 ぬり絵コンテスト」の開催 

    日時 令和３年７月～令和３年１１月 

    参加 放課後ほっと広場及び三条学童保育所 

    内容 オリジナル作成のぬり絵によるコンテスト 

 

  イ 「放課後ほっと広場及び学童保育所交流 ぬり絵巡回展」の開催 

    日時 令和３年１２月～令和４年３月 

    場所 各放課後ほっと広場及び三条学童保育所（各 1 週間程度） 

    参加 放課後ほっと広場及び三条学童保育所 

    内容 各小学校等でのぬり絵コンテスト入選作品の展示 

 

 1 年 2 年 3 年 ４年 ５年 6 年 合計 

京極小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 1１ 16 17 10 5 5 6４ 

まなび教室 7 11 4 1 4 1 28 

下鴨小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 3３ 28 23 23 1 0 108 

まなび教室 30 22 26 3 4 1 86 

西大路小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 22 15 15 15 5 2 74 

まなび教室 0 12 8 2 2 4 28 

九条弘道小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 21 18 6 8 11 4 68 

まなび教室(※) 6 3 4 4 0 1 18 

嵯峨小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 3０ 40 30 17 24 7 148 

まなび教室 21 16 7 9 7 0 60 

花園小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 12 19 14 6 6 4 61 

まなび教室 17 14 15 12 5 4 67 

竹の里小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 14 12 8 4 5 0 43 

まなび教室 16 17 2 11 6 0 52 

北醍醐小学校 

放課後ほっと広場 

学童クラブ機能 13 15 17 8 8 4 65 

まなび教室 0 19 11 2 5 0 37 
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学童クラブ事業登録児童数（令和３年４月 1日現在） 

 
（単位：人） 

 登録児童数 障害のある 
児童数 

待 機 
児童数 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 計 

北 326 273 244 115 58 28 1,044 101 － 

上京 207 190 173 132 49 45 796 59 － 

左京 542 520 411 280 131 54 1,938 125 － 

中京 345 312 220 140 62 29 1,108 66 － 

東山 90 100 63 48 18 14 333 15 － 

山科 407 354 262 160 61 20 1,264 38 － 

下京 228 178 150 80 37 15 688 35 － 

南 362 337 258 163 80 27 1,227 113 － 

右京 549 509 396 209 97 50 1,810 143 － 

西京 490 340 266 158 79 24 1,357 78 － 

洛西 158 161 132 65 45 9 570 49 － 

伏見 561 531 366 288 107 38 1,891 161 － 

深草 172 175 125 77 30 10 589 24 － 

醍醐 149 147 104 47 30 11 488 31 － 

合 計 4,586 4,127 3,170 1,962 884 374 15,103 1,038 － 

※放課後ほっと広場，地域学童クラブを含む。 
 
（参考） 

令和２年度 4,609 4,059 3,274 1,944 851 398 15,135 1,014 － 

R2→R3

増減 

-23 +68 -104 +18 +33 -24 
-32 +24 － 

[-59] [+27] 

※放課後ほっと広場，地域学童クラブを含む。 
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令和３年度の学童クラブの実施場所の確保状況 

 

１ これまでの取組状況 

  学童クラブ事業の実施場所は，利用児童１人当たりおおむね１．６５㎡の面積を

確保することとしている。 

  この面積基準について，令和２年度中，利用児童数が増加すると見込まれる施設

を中心に，教育委員会との連携のもと，小学校の余裕教室の活用等により，新たに

８箇所の学童クラブの実施場所を確保した。これにより，近年，学童クラブ事業の

利用児童が増加傾向にある中でも，基準に基づく活動スペースを確保することがで

きている。 

 
２ 令和４年度に向けた取組 

  引き続き，面積基準を満たし，利用希望児童全員の受入れをすることに向け，今

年度当初時点において児童１人当たりの面積が１．６５㎡に近い施設を中心に，令

和４年度における利用児童数の見通しに関し情報収集に努めるとともに，小学校の

余裕教室確保に向けた調整等を行っている。 
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「放課後子どもミーティング」について 

 
１ 概要  

  令和２年度の「京都市放課後対策事業検討会議」における意見を踏まえ，コロナ禍を契機に，

両事業の登録児童に対する行政サービスの向上や，事業間における情報共有を推進する取組とし

て「学校・学童クラブ・放課後まなび教室の関係者が一堂に会する情報共有の場（＝「放課後子

どもミーティング」）を設定し，両事業の更なる連携を図る。 
 

２ 実施方法と協議内容  

 同ミーティングは，小学校区ごとに異なる地域特性や課題，ニーズ等に対して，柔軟に対応でき 

るよう，小学校区単位で実施することとし，主に，「①両事業登録児童に関する情報」，「②事業に 

関する情報」，「③情報共有の機会の設定」などについて意見交換を行う。 

また，同ミーティングの開催に当たっては，より効果的な意見交換の場となるよう，事前に対象 

の学校及び両事業関係者に対し，現在の取組状況やニーズ等について聞き取り調査を行う。 

 なお，同ミーティングで得られた意見や課題を整理し，今後の連携に活用していく。 
 

３ 対象  

⑴ 対象校区（モデル校区） 

  両事業の活動場所の位置関係等によって分けられる区分から，以下のとおり選定。 

 
⑵ 対象者 

   対象校区の学校・学童クラブ・放課後まなび教室の関係者 
 
４ 主な情報共有の内容（想定）  

⑴ 両事業登録児童に関する情報 
・ （コロナ禍における）児童の体調管理 
・ 児童の所在管理 
・ 配慮が必要な児童の情報共有 
・ 児童の学習態度や指導内容，活動状況等の情報共有  等 
※ 実際の運用に当たっては，「京都市個人情報保護条例」に則り，適切に取り扱う。 

⑵ 両事業に関する情報 
・ 両事業の実施内容や行事に関する情報共有 
・ 放課後まなび教室の実施期間や休止期間の共有 
・ 両事業の取組事例の共有  等 

 ⑶ 情報共有の機会の設定 
・ 学校・学童クラブ・放課後まなび教室関係者の三者による定期的な協議の場の設定 
・ 情報共有や緊急対応等に係る連絡網の作成  等 

 ⑷ その他 
・ 放課後まなび教室から学童へ行く児童についての事前連絡や移動付添い 
・ 使用教室の相互活用  等 

区 分 定 義 モデル校区 

一体型 

同一の小学校敷地内に児童館，学童保育所がある学校のほ

か，児童館分室や学童クラブ事業の施設外クラスが設置さ

れている学校，放課後ほっと広場実施校，地域学童実施校

を一体型として分類。 

室町小学校区 

（一体型） 
花園小学校区 

（放課後ほっと広場） 

連携型 
 同一の小学校敷地内にはないが，同一の小学校区内に児

童館，学童保育所等がある連携型として分類。 
伏見住吉小学校区 
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学校及び両事業関係者への聞き取り調査結果について

学校　⇔　学童クラブ 学校　⇔　放課後まなび教室 学童クラブ　⇔　放課後まなび教室

室町小学校区
（一体型）

◆不定期ではあるが，児童に関する情報のほか，
学校施設の利用の仕方や学校への連絡方法等につ
いて，校長と館長とで情報共有を行っている。

◆校長が児童館の様子を見に来ることがある。

◆学校から学校だよりを児童館へ提供，児童館か
らも学校へ児童館だよりを提供し，学校を通じて
各家庭へ配布してもらっている。

◆まなびのスタッフ会議に教務主任が参加。

◆また，教務主任や担任が現場の様子を見学，そ
の他必要に応じて，校長とまなび会長が話し合う
場を設定。

◆まなび会長のみ児童館を見学しているが，その
他スタッフは児童館関係者と関わりなし。

◆コロナ禍以前は，リーディング校に指定された
際に，両事業の交流を目的とした合同事業（季節
行事）を年に２回程度行っていた。

◆児童館で毎週火曜と金曜に実施している「学習
支援事業」における児童の様子や指導方法等の共
有及び学習支援事業の一環として行っている同志
社大学ゼミとの連携事業へのまなび登録児童の参
加等で，連携の余地あり。

花園小学校区
（放課後ほっと広場）

◆必要に応じて児童やコロナに関する話をする
が，改まって協議をする場は設けられていない。

◆ゆうゆうから学校へゆうゆうクラブだよりを提
供している。

◆学校としては，ゆうゆうは学校教育外の活動と
認識しており，コロナ感染リスクの高さについて
も危惧している。

◆一部まなびスタッフと校長が旧知の仲というこ
ともあり，児童の様子や学習状況等について，積
極的な情報共有が行われている。また，必要に応
じて，学校関係者が現場の様子を見学したり，直
接担任と協議する場を設けたりするなど，綿密な
連携を図っている。

◆学校から得た情報は，スタッフ会議にて他ス
タッフに共有している。

◆まなびからゆうゆうへ児童を送り届ける際，簡
単に児童に関する情報を伝達することがあるが，
改まって協議をする場はない。

◆まなび会長のみゆうゆうと接点があるが，他の
スタッフは特に関わる機会はなく，お互いの顔や
名前も分からない状況である。

◆ほっと広場の交流事業として，「夏祭り」や
「ぬり絵コンテスト」は継続して取り組んでいる
が，スタッフ間の交流までは至っていない。

◆ゆうゆうからまなびへゆうゆうクラブだよりを
提供している。

伏見住吉小学校区
（連携型）

◆年に一度情報共有の場を設けており，今年度は
夏季休業期間中に実施している。その他，適宜，
課題のある児童の情報，児童の出席状況，児童の
怪我に関する情報，児童館で把握した学校でのト
ラブル等について共有しており，必要な場合，学
校を通じて保護者へ連絡している。

◆館長が学校運営協議会の会長を兼任しているた
め，協議会の場で話をすることもある。

◆児童館から学校へ児童館だよりを提供，また学
校から児童館へ学校だよりを提供している。

◆まなびで中心的に活動しているスタッフが部屋
の鍵の受け渡しをする際，教頭が窓口となって，
児童の様子や学習状況等について共有しており，
必要な場合，学校が保護者へ連絡している。ま
た，話を聞き，必要に応じて，現場の様子を見に
行ったりもしている。

◆両事業間で，情報共有等の機会は設けておら
ず，相互の事業内容等についても把握できていな
い。

◆一方で，両事業に関わっているスタッフがいる
ため，そのスタッフを通じて，断片的な情報のみ
間接的に共有している。

モデル校区
連携状況

資料６－２



 

 

【実施日時】週 3 日（月・水・金）14:45～16:50 
【実施場所】室町小学校 図書館 
【実施内容】自主学習，読書等 
【職員体制】1 日当たり 3~4 名 
【登録児童数】71 名（令和 3 年 10 月末時点） 
【そ の 他】児童が自主的に学習へ取り組めるよう

支援することを重視。 

＜関係性は良好＞ 

・まなびのスタッフ会議に教員

が参加 
・教員が現場の様子を見学 
・校長とまなび会長が適宜情報

共有 

＜関係性は良好＞ 

・不定期だが，校長と館長とで情報

共有の機会あり 
・学校だより及び児童館だより 

の相互提供 

 

 

【実施日時】平日：放課後～18:30 

土曜・学校長期休業期間中等：8:00～18:30 

【実施場所】室町児童館 

【実施内容】昼間留守家庭の児童に対する保育等 

【職員体制】4 名（令和 3 年 4月時点） 

【登録児童数】115 名（令和 3年 4 月時点） 

【そ の 他】学習支援として，週 2 回（学校長期休業

中は毎日）時間を決めて学習に取り組む

ほか，近隣の大学のゼミとの連携した学

びの機会を設けている。 

 ※ 職員体制については常勤職員の数を記載 

 ※ 職員体制及び登録児童数は新町分室を除く 

各モデル校区 相関図 

室町小学校区（一体型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 校 

学童クラブ（児童館） 
放課後まなび教室 

＜関係性は希薄＞ 

・館長とまなび会長のみ交流あり 
・コロナ禍以前は，合同事業を年

２回実施 

学校敷地内で実施 
（学校と隣接） 

参 考 



＜関係性は良好＞ 

・積極的に学校関係者と情報共有 
・教員が現場の様子を見学 
・学校との協議内容はスタッフ会

議で共有 

＜関係性は普通＞ 

・必要な場合のみ，情報共有 
・ゆうゆうクラブだよりの提供 
・コロナ感染リスクを危惧 
 （学校 ⇒ ゆうゆうクラブ） 

 

 

【実施日時】週 3 日（月・水・金）14:45～16:30 
【実施場所】花園小学校 図書館 
【実施内容】自主学習，読書，読聞かせ等 
【職員体制】1 日当たり 6~7 名 
【登録児童数】67 名（令和 3 年 10 月末時点） 
【そ の 他】学力の向上や学習習慣の定着を重視。 

 

 

【実施日時】平日：放課後～18:30 

土曜・学校長期休業期間中等：8:00～18:30 

【実施場所】花園小学校 資料室ほか 

【実施内容】昼間留守家庭の児童に対する保育等 

【職員体制】3 名（令和 3 年 4月時点） 

【登録児童数】61 名（令和 3 年 10 月時点） 

【そ の 他】学習支援については，特に時間を決

めることなく，児童が学習をするか

を決めたうえで取り組んでいる。 

※ 職員体制については常勤職員（コーディネ 

ーター含む）の数を記載 

花園小学校区（放課後ほっと広場） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学 校 

学 童 ク ラ ブ （ ゆ う ゆ う ク ラ ブ ） 放課後まなび教室 

＜関係性は希薄＞ 

・まなび会長以外，両事業で顔合

わせの機会なし。 
・放課後ほっと広場の交流事業と

して「夏祭り」や「ぬり絵コン

テスト」を実施。 

学校内で実施 



＜関係性は良好＞ 

・事業実施場所の部屋の鍵の受

け渡しの際，教頭と情報共有 
・教員が現場の様子を見学 

＜関係性は良好＞ 

・年に一度，関係者による情報共有

の機会あり 
・学校だより及び児童館だより 

の相互提供 

 

 

【実施日時】週 4 日（木以外の平日）14:30～16:30 
【実施場所】伏見住吉小学校 学習室，多目的室 
【実施内容】自主学習，読書等 
【職員体制】1 日当たり 3~4 名 
【登録児童数】48 名（令和 3 年 10 月末時点） 
【そ の 他】保護者のニーズである宿題の消化を 

重視 

 

 

【実施日時】平日：放課後～18:30 

土曜・学校長期休業期間中等：8:00～18:30 

【実施場所】伏見住吉児童館 

【実施内容】昼間留守家庭の児童に対する保育等 

【職員体制】5 名（令和 3 年 4月時点） 

【登録児童数】118 名（令和 3年 4 月時点） 

【そ の 他】学習支援として，学習する時間と場所

を定め，必要に応じて児童への声掛

けを行っている。 

 ※ 職員体制については常勤職員の数を記載 

伏見住吉小学校区（連携型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学童クラブ（児童館） 

＜関係性は希薄＞ 

・両事業に関わっているスタッフ

を通じて間接的にのみ情報共有 
・現状，一日につき一方のみの事

業しか利用できない体制 

学校敷地外で実施 

学 校 

放課後まなび教室 



放課後子どもミーティングにおける協議内容と今後の連携の方向性について 

 
１ 連携に係る課題の整理 

 ⑴ 現況と共通課題 

  ・ 学校と各事業間においては，関係性や連携の仕組みが一定構築されているところが多い。 
☞ 一方で，両事業間においては，児童に関する情報の共有等を適宜行うことはあるが，関係者同士

で顔を合わせる機会がほとんどなく，相互の事業内容についての理解も乏しいなど，連携を推進す

るに当たっての土壌づくりができていないところが多い。 
  ・ コロナ禍以前は，リーディング校や放課後ほっと広場の交流事業において，合同で事業を行って

いる学区もある。 
☞ 単発的な連携となっており，両者の関係性の構築までは至っていない。 

  ・ 放課後子どもミーティングの実施について，いずれも前向きな姿勢を示している。 
☞ 一方で，両事業の「連携」について，具体的な内容や仕組み，現場におけるメリット等に関する 

情報が乏しいため，現場における連携に対する関心や理解が低い傾向にある。 
・ 相互の事業について，興味・関心はあるが，職員間の関係性が希薄である。 
☞ 事業間で関わりを持つきっかけや時間的余裕がなく，相互に干渉しない関係になってしまって

いるところがある。 
 
 ⑵ 学区特有の課題 

  ア 室町小学校・花園小学校（一体型・放課後ほっと広場） 
    両事業の実施場所が学校の敷地内にある点から，学校と各事業における情報共有は比較的容易 

であり，連絡体制も一定確立している一方で，学校への連絡が集中するため，学校の事務負担増に 
つながっていることや，両事業間における連携への意識が希薄化してしまっているなどの課題が 
生じている。 

  イ 伏見住吉小学校（連携型） 
    学童クラブ実施場所が学校の敷地から離れていることに加え，３年生以上のまなびへの出欠状 

況が事前に把握できない状況となっているため，放課後の児童の所在確認が困難となっている。ま 
た，一方で，各事業の役割や保護者のニーズがしっかりと棲み分けされているため，連携の仕組み 
づくりをどこまで進められるかの見極めが難しい。 

 
２ 放課後子どもミーティングにおける協議内容（想定） 

 ⑴ 室町小学校区 

  ◆ 両事業の活動内容や運営方針について 
   ・ 両事業利用児童の様子や普段の過ごし方 
   ・ 事業の活動方針や強み 
  ◆ 情報共有の仕組みづくり等について 
   ・ 児童理解を深めるために必要な情報の整理 
   ・ 情報共有の実施体制 
  ◆ その他 

・ 児童館事業（学習支援事業等）と放課後まなび教室との連携の可否や体制構築  
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 ⑵ 花園小学校区 

  ◆ 両事業の活動内容や運営方針について 
   ・ 両事業利用児童の様子や普段の過ごし方 
   ・ 事業方針や課題，保護者のニーズ 
   ・ 上記を踏まえた事業の役割分担や支援体制   
  ◆ 情報共有の仕組みづくり等について 
   ・ 児童理解を深めるために必要な情報の整理 
   ・ 情報共有の実施体制 
  ◆ その他 
   ・ 両事業の連携に係る放課後連携教育主事の役割 
   ・ 放課後ほっと広場の交流事業における両事業の関わり方 
 
 ⑶ 伏見住吉小学校区 

◆ 両事業の児童や活動内容について 
   ・ 両事業の児童や活動内容に関して必要な情報の整理 
  ◆ 放課後の児童の所在確認について 
   ・ 学校及び両事業間における児童の所在の確認方法の整理 
  ◆ その他 
   ・ 学童クラブと放課後まなび教室の併用利用のニーズと実現可能性 

・ 相互の実施体制や役割を踏まえた連携の在り方 
 
３ 今後の連携の方向性について（別紙参照） 

◆ 「放課後子どもミーティング」の実施により，両事業関係者がつながる契機とし，日頃からの「顔 
の見える関係性」を構築する。また，児童や事業に関する情報交換や合同事業等の実施について，両 
事業の活動内容や人員体制，地域特性等，実態やニーズに即した形で，継続的かつ可能な範囲ででき 
る連携の仕組みづくりを検討していく。 

◆ 本取組の内容や本取組を通じて得た連携による現場へのメリット等について，幅広く情報発信し，

連携の具体的な取組のイメージを分かりやすく伝えていく。また，他小学校区においても，個別課題

や保護者のニーズに応じた連携体制を構築できるよう，各地域の実情を踏まえながら，本取組におけ

るモデル校区の拡充等を目指していく。 
   



＜情報共有＞ 
・ 児童や事業に関する情報 
・ 事業間の連絡体制の構築 等 

子どもを真ん中にした話し合い 

両事業の職員間における 
“顔の見える関係性”の構築 

放課後子どもミーティングを軸とした今後の連携の方向性について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本 市 
学童クラブ 

放課後まなび教室 

学 校 

放課後子どもミーティング ◆ 関係者への事前の聞き取り調査 
◆ 放課後子どもミーティングの設定 

◆ 連携に係る意見や課題の整理 
◆ 継続的な連携の仕組みづくり 

他小学校区 
◆ 本取組に関する情報発信 

◆ モデル校区の拡充 
◆ 更なる連携の推進 

連携を推進する機運の醸成 

Plan 

Check 

Do 

Action 

安心感 
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（五十音順・敬称略）

氏　　名 団体名・役職

稲川　　昌実 公益社団法人京都市児童館学童連盟会長

神部　純一 滋賀大学　教育学部教授

木戸　玲子 公益社団法人京都市児童館学童連盟施設長会副会長

國重　晴彦 公益社団法人京都市児童館学童連盟常務理事

高見澤　剣 市民公募委員

千本　文 京都市立小学校ＰＴＡ連絡協議会庶務

永井　美保 市民公募委員

中西　智佳 京都市小学校長会会計（京都市立朱雀第二小学校長）

中村　薫 京都市小学校長会副会長（京都市立向島藤の木小学校長）

古澤　奈央子 京都市立中学校ＰＴＡ連絡協議会副会長

京都市放課後対策事業検討会議　委員

令和３年度


